
議案第4号

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成31年3月4日提"_1

(提案理由)

Ⅷ1の厳しい財政状況を鑑み、税務手当及び徴収手当の支給停止を行うことその他所要の

改正を行う必要があるため提案する。

南風原町長 万」く 織す 正之
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南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和4年南風原村条例第8号)の一部を次の

ように改正する。

第4条中 n0日まで」を「の給料の支給日」に改め、同条ただし書を削る。

附則に次の1項を加える。

4 平成31年4月1日から平成噐年3月31日の問、南風原町職員の給与'に関する条例

(昭和59年南風原町条例第5号)第15条第1項の規定にかかわらず、別表の税務手当

及び徴収手当は、支給しないものとする。

附則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

-2-



(手当の支給日)

第4条特殊勤務手当は、その河分を翌月四五金墜ヒ四^に支
給する。

1 ~ 3

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(新旧,対照表)
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